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平成 28（2016）年 6月 30日，学習院大学中央教育棟 302号室で，国際シンポジウム「戦

犯裁判」を国際研究教育機構主催で開催した。当日は，バラク・クシュナー（ケンブリッジ

大学准教授）による「戦後中国における日本人戦犯裁判の戦い―正義とその正当性―」，お

よびチェ・ドッキョ（ケンブリッジ大学アジア中東学研究科助教）による「米軍政下南朝鮮

における「親日派」処罰法の制定の試みとその挫折」の 2つの報告と，芝健介（東京女子大

学特任教授）によるコメント，そのリプライおよび会場から受け付けた質問への回答がおこ

なわれた。

日本で戦犯裁判というと，東京裁判での A級戦犯裁判を想起する方が多いが，本シンポ

ジウムは，東アジア地域全体の歴史，環境を想定して，その一部としての日本を問う，その

方法の一つとして，東アジア各地で開かれた BC級戦犯裁判の事例から考えることを目的と

したものである。掲載する二つの報告は，いずれも戦犯裁判の具体的な実像の把握と，当時

の全体像，全体の文脈の把握の必要性への回答となる内容であり，とりわけ，全体の文脈の

把握は，時を経た今だからこそ出来る問い直しであると考え，本シンポジウムを企画するに

いたった。

戦争裁判を考える営みは，戦時下での人々の行動を，戦勝国，敗戦国を問わず考える問題

である。また，戦争とは何か，法とは何か，といった根源的な問いに改めて向き合う営みで

もある。さらには，脱帝国化の歴史は，日本史のありかたを問う問題定義でもある。日本史

の史学史だけでなく，日本の歴史学，とりわけ戦後歴史学を問う意味でも，脱帝国化の歴史

として，日本，日本史を考える必要性，そしてその問いにチャレンジし続けていく姿勢が大

切である。
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当日は，平日にもかかわらず，多くの方々にお集まりいただき，報告，コメント，質疑に

おいて充実した時間であった。報告，ディスカッサントをご快諾くださったクシュナー氏，

ドッキョ氏および芝健介氏に多大なる感謝を申し上げる。

（いとう　まみこ　　学習院大学国際研究教育機構准教授）


